
- 1 -

特定家庭用機器再商品化法について
（家電リサイクル法）

経 済 産 業 省

環 境 省

Ⅰ．法律制定の趣旨

１．法施行前、一般家庭から排出される家電製品は、約８割は小売業者に

よって、約２割は直接市町村によって回収。

その後は、おおよそその半分は直接埋め立てされるほか、残りは、破

砕処理されるが、一部金属分の回収が行われている場合があるものの、

そのほとんどは廃棄されていた。

（注：この破砕処理された廃棄物(シュレッダーダスト)については、

埋め立て地が非常に逼迫）

法施行前の家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機)の処理の流れ

約20％
市 町 村 約40％

約24万t

消 費 者 約20％ 直接埋立

約60万t

販売店等

約48万t 破砕処理の後に廃棄

約80％ 処理業者

金属分回収約60％ 約36万t 約60％

（出典：平成９年度厚生省資料「電気・電子機器等の処理に係る実態調査結果」）

２．このため、廃棄物の減量と有用な部品・素材の再商品化等を図り、循

環型経済社会を実現していくため、家電製品等の製造業者等及び小売業

者に新たに義務を課すことを基本とする新しい再商品化の仕組みを構築

することが緊急の課題であった。

これによって、省資源・省エネの推進に寄与するとともに、技術開発

等を通じ、環境関連産業の発展にも貢献。

 資料２
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Ⅱ．法律の概要

１．目的

小売業者、製造業者等による家電製品等の廃棄物の収集、再商品化等

に関し、これを適正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、

廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環

境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

２．対象機器

家電製品を中心とする家庭用機器から、①市町村等による再商品化等

が困難であり、②再商品化等をする必要性が特に高く、③設計、部品等

の選択が再商品化等に重要な影響があり、④配送品であることから小売

業者による収集が合理的であるものを対象機器として政令で指定する。

エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機については、上記の４条

件を満たすことから、対象機器として指定した。

３．「再商品化等」の定義

(1) 対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを製品の原材料

又は部品として利用すること

(2) 対象機器の廃棄物から部品及び材料を分離し、これを燃料として利

用すること

４．基本方針の策定

対象機器の廃棄物の収集、再商品化等を総合的かつ計画的に推進する

ため、基本方針を定め、公表する（経済産業大臣及び環境大臣）。

（参考）基本方針として以下の事項について告示（平成１１年６月）

一 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の基本的方向

二 特定家庭用機器廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

三 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等の促進のための方

策に関する事項

１ 特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬に関する事項

２ 特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に関する事項

四 環境の保全に資するものとしての特定家庭用機器廃棄物の再商品化等の意

義に関する知識の普及に係る事項

五 その他特定家庭用機器廃棄物の収集及び運搬並びに再商品化等に関する重

要事項
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５．関係者の役割

(1) 製造業者及び輸入業者（製造業者等）

① 引取り義務

製造業者等は、予め指定した引取場所において、自らが製造等した対

象機器の廃棄物の引取りを求められたときは、それを引き取る。

引取場所については、対象機器の廃棄物の再商品化等が能率的に行わ

れ、小売業者・市町村からの円滑な引渡しが確保されるよう適正に配置

する。

② 再商品化等実施義務

製造業者等は、引き取った対象機器の廃棄物について、少なくとも以

下の基準以上の再商品化等（３(1)の部品・材料のリサイクルのみ。３

(2)の熱回収は当初は含まれない。）を実施する。

エアコン ６０％以上 冷蔵庫・冷凍庫 ５０％以上

テ レ ビ ５５％以上 洗 濯 機 ５０％以上

製造業者等は、再商品化等をしたときはその状況について公表するよ

う努める。

また、製造業者等は、再商品化等の実施の際に、エアコンと冷蔵庫・

冷凍庫に含まれる冷媒用フロン・断熱材フロンを回収して、再利用又は

破壊を行う。

（参考）製造業者等の対応の現状（平成１８年４月現在）

・大手の製造業者等は、Ａ、Ｂの２グループに集約

・指定引取場所を各グループ１９０箇所、合計３８０箇所設置

・再商品化施設は、４７箇所

(2) 小売業者

① 引取り義務

小売業者は、次に掲げる場合において、対象機器の廃棄物を引き取る。

ア．自らが過去に小売販売をした対象機器の廃棄物の引取りを求めら

れたとき

イ．対象機器の小売販売に際し、同種の対象機器の廃棄物の引取りを

求められたとき
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② 引渡し義務

小売業者は、対象機器の廃棄物を引き取ったときは、中古品として再

利用する場合を除き、その対象機器の製造業者等(それが明らかでない

時は指定法人)に引き渡す。

(3) 消費者

消費者は、対象機器の廃棄物の再商品化等が確実に実施されるよう小

売業者等に適切に引き渡し、収集・再商品化等に関する料金の支払いに

応ずる等本法に定める措置に協力する。

(4) 市町村

市町村は、その収集した対象機器の廃棄物を製造業者等（又は指定法

人）に引き渡すことができる。

（但し、自ら再商品化等を行うことも可能。）

．費用請求６

① 製造業者等は、対象機器の廃棄物を引き取るときは、引取りを求め

た者に対し、その対象機器の廃棄物の再商品化等に関する料金を請求

することができる。

当該料金の額は、再商品化等を能率的に実施した場合の適正原価を

上回るものであってはならない。また、料金の設定に当たっては、排

出者の対象機器の廃棄物の適正な排出を妨げることのないよう配慮し

なければならない。

② 小売業者は、対象機器の廃棄物を引き取るときは、中古品として再

利用する場合を除き、排出者に対しその対象機器の廃棄物の収集及び

製造業者等による再商品化等に関する料金を請求することができる。

③ 事業者による料金の公表及び国による適切な情報提供、不当な請求

をしている事業者に対する是正勧告・命令・罰則の措置を講ずる。

（参考）法律制定時、排出時徴収制度になった理由
・約３億台にのぼる既販品のリサイクル料金をあらかじめ徴収することが難

しかったこと。
・製品購入時には、廃棄時点でのリサイクルにかかる費用を予測することが

難しいこと。
・前払い制度を取った場合、製品購入から廃棄までの間に製造業者等が倒産

・撤退した場合、その製造業者等の製品のリサイクル費用の手当が困難に
なること。

・市町村の粗大ゴミの有料化や、小売業者の廃家電引取の有料化の拡大の動
きを踏まえ、排出時負担によってコストを意識できる方が製品の長期使用、

。ごみ減量化に資すること



- 5 -

７．その他

(1) 管理票（マニフェスト）制度

管理票を発行し、製造業者等までの対象機器の廃棄物の確実な運搬を

確保するための措置を講ずる。

（参考）業界の対応の現状

（財）家電製品協会家電リサイクル券センターが、管理票にリサイクル料

金の徴収機能を追加した「家電リサイクル券」の運用を行っている。

(2) 指定法人

指定法人を指定し、①製造業者等の倒産等により義務者が明らかでな

い場合又は②中小規模の製造業者及び輸入業者の委託による場合に、対

象機器の廃棄物の再商品化等を実施する、③対象機器の廃棄物の製造業

者等への引渡しに支障が生じている地域の市町村又はその住民からの求

めに応じ対象機器の廃棄物を製造業者等に引き渡す等の業務を実施する。

現在、（財）家電製品協会が指定されている。

(3) 製造業者等及び小売業者への監督（罰則等）

製造業者等及び小売業者による業務履行を確保するため、対象機器の

廃棄物の引取り、再商品化等の義務に違反する場合の勧告・命令・罰則、

報告徴収・立入検査等所要の監督を行う。

(4) 廃棄物処理法との関係

廃棄物処理法に基づき、対象機器の廃棄物の再商品化等の工程におい

て生活環境保全上支障が生じないよう措置を講ずる。また、対象機器の

廃棄物の再商品化等の円滑な実施を図るため、廃棄物処理法に基づく廃

棄物処理業の許可について特例措置を講ずる。

８．施行時期及び再検討

(1) 本法律は平成１０年１２月１日に部分施行され、本格施行（製造業

者等及び小売業者への義務付け）は準備期間を置き、平成１３年４月

１日に行われた。

(2) 本法律の本格施行後５年経過後、制度全般について再検討する。
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家電リサイクルの流れ

排 出 者
適正な引渡し
収集・再商品化等に関する費用の支払い
※ リサイクル料金（大手家電メーカーの例）：
エアコン：¥3,675、テレビ：¥2,835、冷蔵庫・冷凍庫：¥4,830、洗濯機：¥2,520

排 出 者
適正な引渡し
収集・再商品化等に関する費用の支払い
※ リサイクル料金（大手家電メーカーの例）：

排
出

排
出

エアコン：¥3,675、テレビ：¥2,835、冷蔵庫・冷凍庫：¥4,830、洗濯機：¥2,520

引 取 義 務
①自らが過去に小売りした対象機器
②買換えの際に引取りを求められた対象機器

引渡し義務

引 取 義 務
①自らが過去に小売りした対象機器
②買換えの際に引取りを求められた対象機器

引渡し義務

小売業者
家電販売店８万店（うち大型店０．５５万店）

小売業者
家電販売店８万店（うち大型店０．５５万店）

市

町

村

等

市

町

村

等

収
集
・
運
搬

収
集
・
運
搬

管理票
（マニフェスト）
制度による確実
な運搬の確保

管理票
（マニフェスト）
制度による確実
な運搬の確保

製造業者
輸入業者

製造業者
輸入業者

指定
法人

指定
法人

引 取 義 務

①義務者不存在等
②中小業者の委託 自らが過去に製造・輸入した対象機器

指定引取場所３８０箇所
再商品化工場４７箇所

市
町
村
等

市
町
村
等

再
商
品
化
等

再
商
品
化
等

実施状況の
監視

実施状況の
監視

再商品化等基準に従った再商品化等実施義務
エアコン：60%、テレビ：55%、冷蔵庫・冷凍庫：50%、洗濯機：50%

指定引取場所指定引取場所 交付・回付
交付・回付
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循環型社会の形成の推進のための法体系

H17.5改正
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指定引取場所設置状況

東北
Ａ Ｂ

青 森 ４ ４
岩 手 ４ ５
宮 城 ６ ６
秋 田 ４ ５
山 形 ４ ４
福 島 ５ ５

関東
Ａ Ｂ

茨 城 ４ ４
栃 木 ３ ３
群 馬 ３ ３
埼 玉 ６ ５
千 葉 ８ ８
東 京 ９ １０
神奈川 ７ ６

東海
Ａ Ｂ

岐 阜 ４ ３
静 岡 ６ ６
愛 知 ７ ６
三 重 ４ ４

北陸・甲信越
Ａ Ｂ

山 梨 ２ ２
長 野 ６ ５
新 潟 ４ ４
富 山 ２ ２
石 川 ２ ２
福 井 ２ ２

近畿
Ａ Ｂ

滋 賀 ３ ３
京 都 ３ ２
大 阪 ６ ７
兵 庫 ４ ４
奈 良 ２ ２
和歌山 ３ ３

九州・沖縄
Ａ Ｂ

福 岡 ５ ６
大 分 ３ ２
佐 賀 ２ ２
宮 崎 ３ ３
長 崎 ２ ２
熊 本 ４ ３
鹿児島 ３ ３
沖 縄 １ ２

中国・四国
Ａ Ｂ

鳥 取 １ ２
島 根 ３ ３
岡 山 ２ ２
広 島 ５ ４
山 口 ４ ５
徳 島 ２ ２
香 川 ２ ２
愛 媛 ３ ３
高 知 ２ ３

合計380箇所

（平成18年4月現在）

北海道
Ａ Ｂ

北海道 １６ １６
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再商品化施設設置状況

□㈱ﾊｲﾊﾟｰｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
京都分工場京都府長岡京市

□関西ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
大阪府枚方市

◇サニーメタル㈱
大阪府大阪市

◇㈱松下ｴｺﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ
兵庫県加東市

□㈱アール・ビー・エヌ
兵庫県姫路市

◇㈱鈴木商会 石狩工場
北海道石狩市

◇㈱鈴木商会発寒ﾘｻｲｸﾙ工場

北海道札幌市

□北海道ｴｺﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
北海道苫小牧市

◇東北東京鉄鋼㈱
青森県八戸市

□㈱エコリサイクル
秋田県大館市

□東日本ﾘｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ㈱
宮城県栗原市

◇㈱釜屋ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ
福島県鏡石町

◇トーエイ㈱
愛知県常滑市

□グリーンサイクル㈱
愛知県名古屋市

◇豊田メタル㈱
愛知県半田市

◇中部ｴｺﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱
三重県四日市市

◇中田屋㈱ 富士工場
静岡県富士市

□㈱富士ｴｺｻｲｸﾙ
静岡県富士宮市

◇㈱豊和商事 三条支店
新潟県三条市

◇㈱豊和商事 本社
新潟県長岡市

◇ハリタ金属㈱
富山県高岡市

◇平林金属㈱ 御津工場
岡山県岡山市

◇平林金属㈱ 港工場
岡山県岡山市

◇平林金属㈱ 岡山工場
岡山県岡山市

◇：Ａグループ（31施設）

□：Ｂグループ（15施設）

○：Ａ・Ｂ共同（1施設）

○西日本家電リサイクル㈱
福岡県北九州市

◇九州メタル産業㈱
福岡県北九州市

◇九州ﾒﾀﾙ産業㈱鳥栖営業所
ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 佐賀県鳥栖市

◇熊本新明産業㈱
熊本県熊本市

□ｱｸﾄﾋﾞｰﾘｻｲｸﾘﾝｸﾞ㈱
熊本県水俣市

◇太信鉄源㈱
宮崎県宮崎市

◇㈱荒川商店七ツ島工場

鹿児島県鹿児島市

◇㈱荒川商店南栄工場

鹿児島県鹿児島市

◇ＮＮＹ㈱那須事業所
栃木県大田原市

□㈱関東ｴｺﾘｻｲｸﾙ
栃木県大平町

◇中田屋㈱ 加須工場
埼玉県加須市

□㈱ﾊｲﾊﾟｰｻｲｸﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
千葉県市川市

◇中田屋㈱ 千葉工場
千葉県千葉市

◇ﾌｪﾆｯｸｽﾒﾀﾙ㈱ 市原事務所
千葉県市原市

□東京ｴｺﾘｻｲｸﾙ㈱
東京都江東区

◇㈱ﾌｭｰﾁｬｰ・ｴｺﾛｼﾞｰ
東京都大田区

□㈱JFEｱｰﾊﾞﾝﾘｻｲｸﾙ
神奈川県川崎市

◇㈱テルム
神奈川県横浜市

◇㈱中田屋 伊勢崎工場
群馬県伊勢崎市

◇関東エコテクノロジー㈱
茨城県稲敷市

中国・四国

九州・沖縄

東海

□㈱拓琉金属
沖縄県浦添市

◇拓南商事㈱
沖縄県うるま市

□㈱拓琉ﾘｻｲｸﾙ研究ｾﾝﾀｰ
沖縄県沖縄市

北陸・甲信越

近畿

北海道

東北

関東

（平成18年4月現在）
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リサイクル券の運用：料金販売店回収方式の例

主に小売業者を対象とし、予め取扱店等としての入会手続きが必
要。

回収した再商品化等料金を毎月ＲＫＣ（（財）家電製品協会 家電
リサイクル券センター）と決済。
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